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第６次貝塚市総合計画の策定について 
 

１．第６次貝塚市総合計画について 

■総合計画とは 

総合計画とは、地方自治体における行政運営の最上位計画であり、将来のまちのあるべき

姿と進むべき方向について、全ての市民や事業者、行政が共有し、行動するための基本的な

指針となるものです。 
 
 
■貝塚市では・・・ 

貝塚市総合計画条例（平成 26 年条例第 15 号）を制定し、市の最上位計画として位置付け

ています。 
 
 

■総合計画の構成とその役割、計画期間 

≪基本構想≫ 

【役割】まちづくりの骨幹を成すもので、長期的な展望・構想（ビジョン）を示す 

【期間】計画期間は 12 年間とする。 

≪基本計画≫ 

【役割】中期的な政策や目標を、施策・事業群として体系的に取りまとめたもの 

【期間】計画期間は前期・中期・後期それぞれ４年間とする。 

≪総合戦略≫ 

【役割】基本計画に基づく施策・事業のうち、人口減少対策等に特化した取組 

【期間】基本計画と一体的に策定し、計画期間は前期・中期・後期それぞれ４年間とする。 
 

■第６次貝塚市総合計画の構成と計画期間 
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■総合計画と総合戦略との関係について 

貝塚市では、令和２（2020）年に第２期貝塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、

「住み続けたい（住みたくなる）まちづくり」「子どもを産み、育てやすいまちづくり」「人が

集い、にぎわいと活気のあるまちづくり」の方向性に基づき、「女性が輝く、子どもが生き生

きと育つまち」の実現を目指してきました。まちづくりの一貫性を確保する観点から、第３

期総合戦略の内容を第６次総合計画に包含するものとして一体的に策定することとします。 

 

  

基本構想（12 年） 

前期基本計画（４年） 中期基本計画（４年） 後期基本計画（４年） 

資料４ 
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２．第５次総合計画（現行計画）の概要と現在の状況 

第５次総合計画の概要  現在の主な状況 

≪

序
章≫

 

１ 計画策定の趣旨 

２ 貝塚市のこれまでのまちづくり 

３ 計画の目標年次と構成 

４ 貝塚市の現況 

５ 第４次総合計画における取組み 

６ 市民の想い 

 ■第５次総合計画に基づき、「魅力かがやき 未来へつな

ぐまち 貝塚」を方針として施策に取り組んできた。 

■この間、地震や台風、風水害の発生や、コロナ禍など安

全を脅かす出来事が多発している。 

■SDGs や脱炭素社会など、環境面への注目の高まり

や、インバウンド需要の増大による国際的な交流の活発

化、デジタル技術の進展による暮らしの変化や価値観

の多様化など、社会情勢も大きく変化した。 

■貝塚市では人口減少・少子高齢化が加速し、将来にわた

り持続可能なまちを目指すため、誰もが幸せを実感で

きるまちづくりを進めることが必要となっている。 

≪

基
本
構
想≫

 

１ まちづくりの視点 

 視点１ 人と人のつながり 

 視点２ 貝塚らしさの追求 

２ まちづくりの方針 

魅力かがやき 

未来へつなぐまち貝塚 

３ まちの将来像 

将来像１ 心豊かな人が育ち ふるさとに  

誇りと愛着を感じるまち 

将来像２ 誰もが地域で健やかに 

ともに支え合うまち 

将来像３ みんなでつくる 安全・安心で 

快適に暮らせるまち 

将来像４ ひとと地域の資源を生かし 

にぎわいを生み出すまち 

推進方策 市民とともに紡ぐ まちづくり 

４ 将来像実現のための政策 

 （市民アンケートの主な結果） 

■10年前と比べて「良くなったと思う」は３割台半ば。 

■「住み続けたいと思う」が５割台後半、「住み続けたいと

は思わない」は１割以下。 

■中学生では『住み続けたい（「住み続けたい」と「どちら

かといえば住み続けたい」の合計）』が６割台半ば。 

■貝塚市が好きかについて『好き（「好き」と「どちらかと

いえば好き」の合計）』が小学生では９割台前半、中学生

では８割台前半。 

■『満足度（「満足」と「やや満足」の合計）』の高い政策は

〔安全安心な水道水の供給〕〔ごみの減量化とリサイクル

の推進〕〔生涯を通じた切れ目のない健康づくり〕など。 

■重要度の高い政策は〔地域医療体制の充実〕〔防犯対

策〕〔災害対応体制の強化〕など。 

５ 目標人口 

2025年 87,000人 

 

2025.4.1 81059人 

≪基本計画≫ 

将来像及び推進方策ごとに分野別施策の目

標、取組み、指標を設定 

 
資料 6-1参照 
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３．計画の策定体制 

（１）市民参画 

① 貝塚市総合計画審議会 

市の附属機関として、市⻑の諮問に応じ、次期計画の策定に関する必要な事項について調査及

び審議を行います。委員は、市議会議員、関係行政機関の職員、学識経験者、⼀般公募による市

民 23⼈以内で組織します。 
 

② 市民アンケート 

15 歳以上の市民 4,000 人を対象として、定住意向や施策別満足度などについてアンケート調査

を実施しました。 

 

③ 小中学生アンケート 

市内の小学３年生から中学３年生までを対象として、定住意向や将来の展望についてアンケー

ト調査を実施しました。 
 

④ 若者・子育て世代ワークショップ 

高校生・大学生等の若者世代、子育て世代が参加し、貝塚市の理想的な未来の姿について検討

してもらうワークショップを実施しました。 

 

⑤ パブリックコメント（実施予定） 

次期計画素案を、市ホームページへの掲載や閲覧により公表し、広く市⺠等から意⾒を募集し

ます。 
 

（２）庁内組織 

① 総合計画策定委員会 

副市長、教育長、部⻑級職員で組織し、次期計画素案を審議・調整します。また、まちづくり目

標別に課長級を含めた策定部会及び、若手職員によるワーキンググループを組織し、次期計画素

案の作成に向けた検討を行います。 

 

② 各課等 

次期計画素案の作成に係る資料提供や基礎資料の作成を行います。 

 

③ 事務局 

総合政策部 政策推進課が担当します。  
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【策定体制図】 
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